
2020 年度６月 支部執行委員会 本部情勢報告ポイント 

（分会員配布用） 

１）新型肺炎感染症関連   
 
各校検討状況を新高教 HP にて随時情報を公開中  

（トップページ → 組合員のページ（パスワードは shinkoukyou14） 
 
 

２）査定昇給運用検証 
 
   詳細は赤刷り参照 
 
  ※査定昇給制度｢柱立て｣に 40 歳台での免許更新があります。 
   今年度は新型肺炎感染拡大防止の観点から、有効期間の延長が示されていますが、昇給に影響が

あることから、対象の方（40 歳台の方）は可能な限り今年度中の更新をお願いいたします。 
   （30 歳台の方も次回の（40 歳台での）更新講習期間が遅くなってしまうことから今年度中の更

新をお願いいたします） 
 
 
3）ハラスメント防止指針改定 
 
   20 年 6 月 1 日よりパワハラ防止法施行 （新潟県教育委員会版作成協議中 6 月中予定） 
 
   課題 

・苦情相談等の第三者窓口（弁護士などを入れた外部機関） 
    ・実態調査の要請（いじめと同じようにハラスメントもアンケート調査） 
    ・被害者が訴えやすい環境  

（苦情の申出、調査への協力、その他ハラスメント対応に起因して教職員が職場において不利
益を受けることはない） 

 

 

4）6 月以降の新高教活動について 

 
  本部執行委員会、支部執行委員会、専門部幹事会等（小規模であるもの） 
   感染拡大防止対策（3 密回避、短時間、換気等）を行った上で開催可 
   ただし、時間の短縮や開催回数の軽減について検討をはかる 
   
  全県レベルでの大会・研修会等については引き続き原則開催しない 
 

 

５）全人教新潟大会延期 

 

   新型肺炎感染症拡大防止の観点から来年度へ延期 

 
 
６）新高教ホームページ  (http://www.shinkoukyou.net/)  新潟高教組で検索 
 
    ①新高教のとりくみをホームページにアップします 

②指示文書のダウンロードも可   ユーザー名、パスワードは分会長まで 
    ③その他 各種速報や本部に寄せられた情報、各種行事の開催予定等を検討中 

 

http://www.shinkoukyou.net/

